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只木ゼミ前期第 2 問弁護レジュメ 

文責:4 班 

 

Ⅰ. 反対尋問 

1. 1 頁 26 行目「構成要件の範囲内」とは、具体的にどこまでを構成要件の範囲とするのか。 5 

2. 1 頁 30 行目「具体的に一致」とは、a-2 説と比較した場合、どの程度を必要とするのか。

また、表現の似ている a-2 説と B 説の違いについて検察側はどのように考えているか。 

3. 検察側は 2 頁 25 行目及び 31 行目において a-2 説及び B 説を採用しない理由を挙げてい

るが、客体の錯誤と方法の錯誤の区別が明確でない事案としてどのような場面を想定して

いるのか。また、両者の錯誤の区別が曖昧なままではいけないまたは区別しなければならな10 

い根拠は何か。 

4. a-2 説、B 説において、検察側はこの 2 説を別の説としているにもかかわらず、同じ理由

で批判しているが、それは両説に対する批判として妥当と考えているか。 

5. 窃盗の被害者と暴行の被害者が異なる場合にも、強盗としてよいのか。 

6. 4 頁 7 行目において検察側は C に対する犯罪は成立しないとしているが、抽象的法定符15 

合説の立場からは強盗殺人未遂が成立するのではないか。 

 

Ⅱ. 学説の検討 

1. 具体的錯誤について 

a-1 説(抽象的法定符合説) 20 

 ある犯罪行為を行ってよいかという規範の問題は当初狙っていた客体に対して生ずるも

のであるから、同一構成要件内の別の犯罪に対して生ずることはない。また、本説は因果関

係との均衡を失している1。 

よって、弁護側は本説を採用しない。 

 25 

B 説(具体的符合説) 

 行為者の認識と実際起こった事実が具体的に一致しなければならないとするため、細か

い事情までも一致を求めるようになり、あらゆる犯罪が成立しなくなる。 

 よって、弁護側は本説を採用しない。 

 30 

C 説(抽象的符合説) 

抽象的な犯罪意思について符合すれば故意を認めるというものであり、その意味で構成

要件を無視して不当に故意の成立範囲を拡げることになる。 

よって、弁護側は本説を採用しない。 

 35 

                                                   
1 山中敬一『刑法総論Ⅰ』(成文堂,1999 年)307 頁。 
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a-2 説(具体的法定符合説) 

 刑法が有している行為規範は、犯罪の客体となりうるものがもつ具体的な法益を守るた

めに存在しているのであるから、刑罰の前提の行為規範違反は故意の対象となっている客

体についてのみ成立する2。 

よって、弁護側は本説を採用する。 5 

 

2. 故意について 

X 説(数故意犯説) 

 弁護側が採用する具体的法定符合説は、行為者の認識した相手に対する行為のみに故意

を認めるため、故意の数は複数存在することはない。 10 

また仮に抽象的法定符合説を採用したとしても、行為者が想定していたある人を殺害す

るつもりだったにもかかわらず、行為者にとって予測していなかった人が死亡した場合に

までその人に対する犯罪を認めるのはふさわしくない。 

 よって、弁護側は本説を採用しない。 

 15 

Y 説(一故意犯説) 

 弁護側が採用する具体的法定符合説は、行為者の認識した相手に対する行為のみに故意

を認めるため、故意の数は問題にならず当然 1 つしか存在しえない。 

 よって、弁護側は本説を採用する。 

  20 

Ⅲ. 本問の検討 

第 1. 甲が、A に対してびょう打銃を発砲し、けん銃を奪った行為について強盗殺人未遂罪

(刑法 243 条、240 条、236 条)が成立しないか。 

1. 強盗における暴行とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使をいう。

人が銃で撃たれた場合、大量に出血し動きが鈍くなる。また、再度銃を発砲されるのではな25 

いかという恐怖から相手に対して反撃するなどの行為をとりづらくなる。したがって、A の

右肩に向けて銃を発砲する行為は、A の反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使とい

える。そして、甲はこの行為を用いて A のけん銃を強取しようと考えており、仮に A が死

亡したり重傷を負ったりした場合、けん銃の窃取行為が容易になるため、発砲行為は強盗の

実行の着手にあたる。甲は暴行を用いて他人の財物を強取しようとしたため強盗の罪を負30 

う。 

2. 甲の行為によって A は死亡していないが、A は殺害しけん銃を強取するという意思があ

った。 

3. したがって甲は強盗であるが、行為の相手方を殺害しなかったため、甲の行為には強盗

未遂罪が成立する。 35 

                                                   
2 山中・前掲書 307 頁。 
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第 2. 甲が、B に対してびょうを命中させ死亡させた行為について過失致死罪(刑法 210 条)

が成立しないか。 

1. 甲は A にびょうを命中させることを意図していたため、その他の人に向けられた行為に

ついて殺人罪などの故意犯を成立させることができないため、過失犯の成立を検討する。 

2. 過失の本質は具体的予見可能性を前提とした具体的予見義務違反と結果回避可能性を前5 

提にした結果回避義務違反である。したがって、過失犯の成立に求められる事項は具体的予

見可能性とそれに基づく結果回避義務違反である。 

3(1) 自分の周りに人がいることは通常であり自分の周りに人がいるということは十分予見

できる。よって、自分の周りに人がいることは十分予見できる。 

(2) 人がいる状況の中で銃を発射した場合、銃はまっすぐ飛んでいき誰かに命中する可能性10 

は十分考えられる。このような場面で求められることは銃の使用をやめることである。 

(3) 本件についてこれを考えると、甲にはまわりに人がいるということについて予見可能性

があり、その予見可能性に基づき銃の使用をやめるということが求められていたが行わな

かったため結果回避義務違反が認められる。 

4. したがって、甲の行為には過失致死罪が成立する。 15 

第 3. 甲が C の付近に向けてびょうを発射させたという行為が存在するが、過失致死未遂罪

は存在しないため検討しない。 

 

Ⅳ. 結論 

 甲は A に対する強盗殺人未遂罪と B に対する過失致死罪の罪責を負い、両者は観念的競20 

合(刑法 54 条 1 項前段)となる。 

以上 


